
奈良市ポイント制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ポイントカードは？ 
 

 

 

 

 

●ポイントはどうすれば貯まるの？ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

●貯まったポイントはどこで使うの？ 

 

 
 

 

 
※１と２は、ポイントカード特設窓口での申請が必要です。 

※ポイントの有効期限は、最後にポイントの発行を受けた日、もしくはポイントを使用した日から１年です。 

 

奈良市でポイント貯めるなら 

奈良市ポイント！！ 

・６９歳以下の方は、 

交通系ＩＣカードなど 
（約 5,000 枚発行） 

※69 歳以下は、カードの登録が必要です。 

・子供向けカード（5,000 枚発行予定） 

奈良市ポイント制度は、市民の皆さんが、

市主催の事業や市が指定する事業等に参

加して、健康づくりや社会貢献、地域の

人々と交流しながら、貯めたポイントを、

市の特産品やバスのチャージ券など、い

ろいろな特典に交換できる制度です。 

・７０歳以上の方 
ななまるカード 
（約 60,000 枚発行） 

 

※老春手帳優待乗車証と同じです。 

長寿健康 

ポイント 

ボランティア 

ポイント 

健康スポーツ 

ポイント 

健康増進 

ポイント 

奈良市の事業に参加してポイント 

加盟店での買物などで 

ポイント 

現金で支払った 

金額の１％など。 

お店でポイント 

１．市の特産品への交換 

２．奈良交通バスのチャージ券 

（1,000P で 1,000 円分） 

３．加盟店での割引 
１P=1 円から利用 



●奈良市ポイント制度の加盟店のメリット 
 

 

 

 

 

 

●奈良市ポイント制度の加入に必要な環境 
 

 

 

 

 

 

 

●奈良市ポイント制度の必要経費 

 

 

【例１】10,000 円の買物し現金 10,000 円で支払いがありポイントを付与した場合 

 

 
【例２】10,000 円の買物し現金 8,000 円とポイント 2,000P で支払いがあり、ポイントを付与した場合   

 

 

 

 
 

【例３】10,000 円の買物し、10,000 ポイントで支払いがあった場合 

 

 

 

 

 

 

 

●奈良市ポイント運営事務局（問い合わせ時間 平日１０：００～１７：００） 
電話：０７４２－３４－８１１１     ＦＡＸ：０７４２－３４－８１１２ 

公式ホームページ：http://narapoint.jp/         

E-mail：info@narapoint.jp 

１．インターネット環境 

２．パソコン（Window VISTA 以上）タブレット(Windows) 
市から貸与するもの 

 ①カードリーダーなど(先着３００台) 

②奈良市ポイントシステムソフト 
※導入作業は、ポイント運営事務局の職員が行いますのでご協力お願いします。 

※加盟店は 3 年間は継続してください。 

途中で解約された場合は、必要経費等を徴収させていただきます。（ただし、店が閉店や市外に移転した場合等は除く。） 

※管理料の 0.5％は、ポイント管理のための費用 
 （振込手数料や請求書発行費用などです。） 
※お店は、ポイントを発行した売上金の合計 1.5％を支払うことに

なります。 

※支払額が少額の場合は、何か月分かの支払金額をまとめ、支払金

額が１,000 円貯まってからの支払いとなります。 
※南都銀行ＡＴＭ利用しての同じ支店間の振込みを利用。（手数料

が無料になります。） 

※店の支払いは、1５０円になります。 

 150 円については、ポイント事務局より請求があります。 
※この場合、自動引落の手数料は、ポイント事務局の負担になります。 
※支払額が少額の場合は、何か月分かの支払金額をまとめ、支払金額が

1,000 円貯まってからの自動引落となります。 

※店の支払いは、120 円になります。 
※現金での支払いがあった 8,000 円についてポイントを発行し、ポ

イントで支払いがあった 2000P（2,000 円）については、ポイント

を発行する必要はありません。 
※お客が使用した 2,000 ポイント（2,000 円）から、店が発行した

ポイント及び手数料の合計120円を差し引いた1,880円がポイント

事務局より振込みがあります。 
※この場合、振込手数料は、お店にご負担いただきます。 
※支払額が少額の場合は、何か月分かの支払金額をまとめ、振込金額

が１,000 円貯まってからの振込みとなります。 

※店の支払いは、ありません。 
※ポイントでの支払いがあった場合は、ポイントを発行する必要はあ

りません。 
※10,000 ポイント（10,000 円）について、ポイント事務局より振

込みがあります。 
※この場合、振込手数料、店の負担になります。 
※支払額が少額の場合は、何か月分かの支払金額をまとめ、振込金額

が１,000 円貯まってからの振込みとなります。 

市の事業で発行するポイ

ントが加盟店で使えます。 
ダイレクトメールの一斉

送信など情報発信ツール。 

ホームページの掲載など

宣伝ツールが豊富！ 

お客様の来店情報が確認

でき顧客管理ツール。 

お得な 

お知らせ その１．先着３００店舗につき、カードリーダーなどを貸し出します。 


